


店頭外国為替証拠金取引 取引説

FX ZERO株式会社が提供する店頭外国為替証拠金取

FX ZERO取引 取引説明書

FX ZERO株式会社が提供する店頭外国為替証拠金取
商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取
引説明書では、金融商品取引業者が金融商品取引法第
面として店頭外国為替証拠金取引について説明します
容を十分ご理解いただいた上で、ご自身の責任と判断で

FX ZERO取引 取引説明書FX ZERO取引 取引説明書

店頭外国為替証拠金取引とは、証拠金を預託してニ

取引です。取引通貨の総代金を必要とせず、実際の取

額な利益が得られることがある反面、多額の損失を被

店頭外国為替証拠金取引は、取引対象国の経済情勢店頭外国為替証拠金取引は、取引対象国の経済情勢

貨の価格変動により損失が生ずることがあります。さら

すべき証拠金額に比して大きい為、その損失額が証拠

取引手数料は無料です。取引レートの売値と買値の価

ます。お取引が成立した場合、当該注文に係わる契約

相場状況の急変や市場での売買高の減少により、ス

きな 能性があ す 金きない可能性があります。また、取引システムまたは金

等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、

えない可能性があります。

お客様の資産は、弊社の自己資産とは区分し、三井

ます。弊社では信託必要額の算出と信託額の差替えを

ら生じるリスクの減少を目的とするカバー取引を行ってら生じるリスクの減少を目的とするカバ 取引を行って

弊社のカバー先取引相手は以下の通りです。（2008年

●CitiBank,N.A.ロンドン支店

（銀行業：米国通貨監督局及びイギリス金融サービ

●ドイツ銀行ロンドン支店

（銀行業：ドイツ連邦金融監督局及びイギリス金融（銀行業：ドイツ連邦金融監督局及びイギリス金融

●バンク・オブ・アメリカ,N.A.ロンドン支店

（銀行業：米国通貨監督局及びイギリス金融サービ

●JPモルガン・チェース銀行

（銀行業：米国通貨監督局及び米国連邦準備理事

●ゴールドマン・サックス証券株式会社

（金融商品取引業）（金融商品取引業）

●ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー

（銀行業：イギリス金融サービス機構）
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説明書（契約締結前交付書面）

引（以下 「FX ZERO取引」といいます ）は 金融
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引（以下、「FX ZERO取引」といいます。）は、金融
取引のうち同項第1項に該当する取引です。本取
第37条の3の規定に基づきお客様に交付する書
。お取引を開始する前によくお読みいただき、内
でお取引くださいますようお願い申し上げます。
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ニ国間の通貨取引を行い、その差額を受払いする

取引金額よりも少額の資金で運用できるため、多

る危険を伴います。

勢や政治動向等の状況の変化を原因とする通
替
証
拠
金
取
引

禁
止
行
為

用
語
解
説

勢や政治動向等の状況の変化を原因とする通

らに取引金額がその取引についてお客様が預託

拠金の額を上回ることがあります。

価格差（スプレッド）がお取引に係る費用になり

約を解除すること（クーリングオフ）はできません。

スプレッドが広くなることや、意図したお取引がで

金融商 業者 び 客様を結 信 路
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金融商品取引業者及びお客様を結ぶ通信回路

確認、取消し、変更や入金、出金依頼などが行

住友銀行に信託保全（金銭信託による）してい

を毎営業日行います。弊社は、顧客との取引か

ています。
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個
人
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報

ています。

年9月29日現在 最新情報は弊社ホームページに掲載）

ビス機構）

サービス機構） 報
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●FX ZERO取引の仕組み

１．損益発生の仕組みについて

FX ZERO取引では 決済損益とスワップ金利の2種類の損益が

FX ZERO取引 取引説明書

FX ZERO取引では、決済損益とスワップ金利の2種類の損益が

売った通貨を買戻すことにより発生する差額、スワップ金利とは

損益の算出式：価格差×取引数量＋累積スワップ金利

決済損益、スワップ金利とも円貨で発生します。外貨建て通貨ペ

金額になります。

外貨建て通貨ペアの損益算出式 価格差×取引数量×決済時外貨建て通貨ペアの損益算出式：価格差×取引数量×決済時

２．取引方法および取引システムについて

①ご注文はオンラインによる発注のみの受付けとします。

②弊社がお客様へ提供する取引システムは、弊社が定める最新

原則として取引システムの起動時に最新版システムへアップデ

３．取引時間について

元旦・欧米クリスマス期間など弊社が指定する特定日およびメン

※経済情勢等の変化に伴い取引時間を変更する場合があります。年末年

いたします。

●米国標準時間の期間→月曜07:00～土曜06:30

日次メンテナンス07:00～07:45（火曜～金曜 07:00終了／07:

●米国夏時間の期間3月第2日曜から11月第1日曜→月曜07:

日次メンテナンス06:00～06:45（火曜～金曜 06:00終了／06:

４． 取引対象について

FX ZERO取引の取扱い通貨ペア、各通貨ペアの維持証拠金額

下の通りです。

※維持証拠金の金額は、異常な相場変動の発生や経済情勢の変化等の

ので、あらかじめご了承ください。

通貨ペ 通貨 号 維持証拠金通貨ペア 通貨記号 維持証拠金

米ドル/日本円 USD/JPY 5,000

ユーロ/日本円 EUR/JPY 5,000

ユーロ/米ドル EUR/USD 10,000

ユーロ/イギリスポンド EUR/GBP 10,000

ユーロ/オーストラリアドル EUR/AUD 10,000

ユーロ/ニュージーランドドル EUR/NZD 10,000

ユーロ/カナダドル EUR/CAD 10,000

ユーロ/スイスフラン EUR/CHF 10,000

イギリスポンド/日本円 GBP/JPY 5,000

イギリスポンド/米ドル GBP/USD 10,000

イギリスポンド/オーストラリアドル GBP/AUD 10,000

イギリスポンド/ニュージーランドドル GBP/NZD 10,000
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が発生します 決済損益とは 買った通貨を転売 もしくは
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が発生します。決済損益とは、買った通貨を転売、もしくは

は、取引する2通貨間の金利差調整額を示します。

ペアの損益は、損益発生時の対円レートで円換算された

時の対円レ ト＋累積スワ プ金利
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時の対円レート＋累積スワップ金利

新版の取引システムをご利用していただくものとします。

デートの確認をいたします。
替
証
拠
金
取
引
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止
行
為

用
語
解
説

ンテナンス時間を除き、土・日以外の24時間取引できます。

年始等の営業日に変更がある場合には、ホームページ等でご案内
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:45開始）

:00～土曜05:30

:45開始）
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額、最小変動幅、最小取引単位、1注文の発注上限は以

の理由により、お客様に通知の上、金額を変更する場合があります

金 最 変動幅 最 単位 注文 発注上限 報
の
利
用
目
的

プ
ラ
イ

金 最小変動幅 最小取引単位 １注文の発注上限

円 0.01 1万USD 500万USD

円 0.01 1万EUR 500万EUR

円 0.0001 1万EUR 500万EUR

円 0.0001 1万EUR 500万EUR
イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー

円 0.0001 1万EUR 500万EUR

円 0.0001 1万EUR 500万EUR

円 0.0001 1万EUR 500万EUR

円 0.0001 1万EUR 500万EUR

円 0.01 1万GBP 500万GBP

FX ZERO取引 取引説明書および取引約款 02

円 0.0001 1万GBP 500万GBP

円 0.0001 1万GBP 500万GBP

円 0.0001 1万GBP 500万GBP
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通貨ペア 通貨記号 維持証拠金

イギリスポンド/スイスフラン GBP/CHF 10,000

オーストラリアドル/日本円 AUD/JPY 5,000

オーストラリアドル/米ドル AUD/USD 10,000

オーストラリアドル/ニュージーランドドル AUD/NZD 10,000

オーストラリアドル/カナダドル AUD/CAD 10,000

ニュージーランドドル/日本円 NZD/JPY 5,000ュ ジ ランドドル/日本円 NZD/JPY 5,000

ニュージーランドドル/米ドル NZD/USD 10,000

スイスフラン/日本円 CHF/JPY 5,000

米ドル/スイスフラン USD/CHF 10,000

カナダドル/日本円 CAD/JPY 5,000

南アフリカランド/日本円 ZAR/JPY 5 000

５．証拠金について

①維持証拠金はポジションを維持するために最低限必要な資金

価損益を加減した金額）が維持証拠金額を割込んだ場合、保有

②取引レートには売値（Bid）と買値（Ask）それぞれの価格があり

南アフリカランド/日本円 ZAR/JPY 5,000

ションであれば買値で算出されます。そのため、新規ポジション

の差額により発生する評価損益相当額が必要です。例えば、米

ションを保有する場合、維持証拠金の5,000円に、売値と買値の

円を加算し、5,300円が必要額になります。

６．手数料とスプレッドについて

取引画面上では、実際に取引可能な1通貨単位の売値（Bid）と

価格差（スプレッド）があり、スプレッドは市場の状況により変化

座管理費は無料ですが、スプレッド相当額がお取引のコストにな

７．取引の期限について

保有ポジションの決済期限はありません。外国為替市場で一般保有ポジションの決済期限はありません。外国為替市場で 般

としますが、店頭外国為替証拠金取引では自動的に受渡日を翌

指示があるまでポジションは保有されます。

８．注文の種類について

①新規注文と決済注文

注文には 新たにポジションを保有する新規注文と 既に保有し注文には、新たにポジションを保有する新規注文と、既に保有し

注文は決済対象を指定して行い、新規注文で保有ポジションの

ジションと売りポジションを同時に保有する状態）になります。

※両建の場合、売り買いそれぞれのポジションに対する維持証拠金が必要

※両建はお客様の判断で行うことが可能ですが、買いポジションと売りポジ

おそれがあります。
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金 最小変動幅 最小取引単位 １注文の発注上限

円 0.0001 1万GBP 500万GBP
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円 0.01 1万AUD 500万AUD

円 0.0001 1万AUD 500万AUD

円 0.0001 1万AUD 500万AUD

円 0.0001 1万AUD 500万AUD

円 0.01 1万NZD 500万NZD
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円 0.01 1万NZD 500万NZD

円 0.0001 1万USD 500万NZD

円 0.01 1万CHF 500万CHF

円 0.0001 1万USD 500万USD

円 0.01 1万CAD 500万CAD

円 0 01 1万ZAR 500万ZAR 替
証
拠
金
取
引

禁
止
行
為

用
語
解
説

金であり、純資産（現金残高に保有ポジションの時価評

有ポジションは自動決済されます。

り、評価損益は、買いポジションであれば売値、売りポジ

円 0.01 1万ZAR 500万ZAR
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ンを保有する場合は、維持証拠金額に加え、売値と買値

米ドル/日本円を115.00-115.03の時点で1万ドルのポジ

の差額0.03円に取引数量1万米ドル/日本円を乗じた300
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買値（Ask）が同時に表示されます。売値と買値の間には

しますので常に一定ではありません。取引手数料や口

なります。

般的に行われるスポット取引は2営業日後を通貨の受渡
報
の
利
用
目
的

プ
ラ
イ

般的に行われるスポット取引は2営業日後を通貨の受渡

翌営業日に繰り延べ（ロールオーバー）するため、決済

しているポジションを決済する決済注文があります 決済 イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー

しているポジションを決済する決済注文があります。決済

の反対売買を行った場合は両建（同一通貨ペアの買いポ

要です。

ジションのスワップ金利差がコストになるため、経済合理性を欠く
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注文方法

②注文方法

成行注文 連続的に呈示されるレートを、任意のタイミングで

指定注文 価格を指定する注文です。指定した価格になった

イフダン２次注文
新規注文と、その注文が約定した時点で有効に
ダンといい、この場合の決済注文をイフダン２次

OCO注文 ２つの指定注文を同時に発注する方法です。一

グロス決済注文 複数のポジションを選択し、まとめて決済する方

９．約定について

①指定注文は、直前のレートと乖離が生じた場合に、約定時点

「スリッページ」が発生すること）があります。

②土日の取引できない時間帯に突発的な事件等が発生した場

グ ス決済注文 複数 ポジシ ンを選択 、ま 決済する方

※同一注文で複数単位保有したポジションの一部決済はできません。ポジ

②土日の取引できない時間帯に突発的な事件等が発生した場

じることがありますのでご注意ください。※弊社ガイドブック改定

③為替市場は世界最大の金融市場であり、ほぼ完全な流動性

ランスが極端に偏った時に大量の注文が殺到した場合、全ての

注文は、時間優先の原則のもとに約定できる数量だけ成立する

としない注文が発生します。また、急激な価格変動が発生し、お

信した時点の実勢レートが大幅に乖離した場合には、インターバ

ない場合があります。

10．注文の有効期限について

有効期限 注文の種類

DAY 新規注文
発注日の終了時間（米国標
時間 06:30/米国夏時間 05
※非営業時間の注文は、翌

GTC 新規注文/決済注文 無期限。お客様自身で取消

※口座を解約した場合は有効期限に拘らず取消しされます。

11 注文の変更 取消しに いて11．注文の変更、取消しについて

①約定前の注文は、任意で変更、取消しすることが可能です。

②約定前の決済注文は、対象ポジションを成行決済注文などに

③マージンカットが発生した場合は、新規注文・決済注文に拘ら

12．スワップ金利について

①通貨ペアの通貨間金利差調整額をスワップ金利といい、スワ

（ロールオーバー）することにより発生します。

原則として、取引通貨の金利が決済通貨の金利より高い場合に

ポジションに支払スワップ金利が発生します。逆に取引通貨の金

ンに支払スワップ金利が発生し、売りポジションに受取スワップ

②スワップ金利は翌営業日に繰り延べたポジションに対し、FX 

③スワップ金利の金額は市況変化に伴い変動します。

また、ロールオーバーは受渡日（一部通貨を除き、取引日の2営

数日分のスワップ金利が付与される日や付与されない日があり
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で売買する方法です。発注した時点のレートで約定します。

た時点で約定します。

になる当該ポジションの決済注文を同時に発注する方法をイフ
注文といいます。

方の注文が約定した場合、他方の注文はキャンセルされます。

方法です。全てのポジションを一括決済することが可能です。
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点の実勢レートより不利なレートで成立すること（いわゆる

合 金曜日の終値と 月曜日の始値に大きな乖離が生

方法 す。 ポジシ ンを 括決済する 可能 す。

ジションを保有する際に複数回に分割する等ご注意ください。

替
証
拠
金
取
引

禁
止
行
為

用
語
解
説

合、金曜日の終値と、月曜日の始値に大きな乖離が生

定一覧「約定ルール」の内容を併せてご確認ください。

性があるといわれていますが、インターバンクでの取引バ

の注文が成立しないことがあります。その場合、お客様の

るため、同じレートの指定注文であっても、成立する注文

お客様が成行で発注したレートとシステムサーバーが受
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バンク市場でカバー取引ができないため、注文が成立し

内容

Ｒ
Ｏ
取
引

款

個
人
情
報

標準時間 07:00/米国夏時間 06:00、週末のみ米国標準
5:30）まで有効。
翌営業日の終了時間まで有効となります。

消すまで有効。

報
の
利
用
目
的

プ
ラ
イ

により決済した場合には自動的に取消しされます。

らず全ての注文が取消しされます。

イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー

ワップ金利は、保有ポジションを翌営業日に繰り延べ

には、買いポジションに受取スワップ金利が発生し、売り

金利が決済通貨の金利より低い場合には、買いポジショ

金利が発生します。

ZERO取引口座に反映され、現金残高に計上されます。

FX ZERO取引 取引説明書および取引約款 04

営業日後）に行われるため、土・日・祝日の影響で1日に

ります。
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現金残高 預入れ現金に、決済損益と保有ポ

13．口座状況、ポジション状況の主な表示項目について

口座状況

し引いた金額を表示します。

純資産 現金残高に保有ポジションの評価
時価評価による実質的な資産状

現金残高＋評価損益

評価損益 保有ポジションの評価損益の合計

維持証拠金 保有ポジションを維持するために
両建の場合は双方の維持証拠金両建の場合は双方の維持証拠金

出金予約 出金予定の金額を表示します。
出金予約欄は出金処理が完了し

余剰金 時価評価した実質的な資産のうち
純資産－維持証拠金

評価損益 保有ポジションを現在レートで決済
れば売値で、売りポジションであれ
貨ペアも リアルタイムで円換算し

ポジション状況
貨ペアも、リアルタイムで円換算し
※円換算レートは対円通貨ペアの

スワップ金利 各ポジションに発生したスワップ金
スワップ金利はポジションを決済

14．マージンカットについて

純資産が維持証拠金を割込み 余剰金が0円を下回った場合純資産が維持証拠金を割込み、余剰金が0円を下回った場合、

中の注文は、新規注文・決済注文に拘らず全ての注文が取消し

マージンカットによる自動決済には、急激な価格変動に伴うスリ

場合や、週末等取引時間外の経済情勢の変化により、取引終了

に、維持証拠金以上の損失が発生する可能性がありますので十

弊社でいうマージンカットはいわゆる「ロスカットルール」に伴う決

15．入出金について

①入金は弊社指定金融機関口座へ日本円を振込むものとし、出

融機関へ振込むものとします。外貨や代用有価証券の受入れや

入金の振込手数料はお客様の負担とし、出金の振込手数料は

※ダイレクト入金の振込手数料は弊社の負担とします。ダイレクト入金をご

をご確認ください。

②FX ZERO取引口座内の資金は、現金残高を上限とした余剰金

原則として、15：00に弊社で確認できた出金依頼は、翌営業日に

はFX ZERO取引システムから行うものとし、出金依頼の取消しお

15：00時点と翌営業日の出金処理時点で出金予約額が異なる場

ご注意ください。出金処理は当日の取引時間終了後に行われ、

に出金依頼をされる場合は出金処理完了をご確認の上、ご依頼

※「営業日」は銀行営業日を示します。

16．報告書について

①取引報告書および残高報告書に記載される未決済ポジション

取引画面上の評価損益とは異なり、買いポジション、売りポジション

②取引報告書及び残高報告書は電磁的方法による交付をご利

報告書の内容は必ずご確認の上、万一、記載内容に相違または

Ｆ
Ｘ
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取
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ポジションに発注中のスワップ金利を加味し、出金予約額を差
取
引

会
社
概
要

価損益を加味した金額を表示します。
況です。

計額を表示します。取引レートの変動にともない変動します。

に必要な金額を表示します。
金が必要です

店
頭
外
国
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替

を
行
う
業
者
禁

金が必要です。

した時点でクリアされます。

ち、維持証拠金に使用していない金額を表示します。

済した場合の計算上の損益を表示します。買いポジションであ
れば買値で計上され、ユーロ/米ドルなど決済通貨が外貨の通
した金額を表示します 替

証
拠
金
取
引

禁
止
行
為

用
語
解
説

した金額を表示します。
のBidレートを使用します。

金利を表示します。
するまで累積して表示されます。

保有ポジションの全てが自動決済されます また 待機

Ｆ
Ｘ

Ｚ
Ｅ
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款

保有ポジションの全てが自動決済されます。また、待機

しされます。

リッページ（発注時のレートと約定レートの差）が発生した

了時間のレートと開始時のレートが大きく乖離した場合

十分お気を付けください。

決済に相当します。

Ｒ
Ｏ
取
引

款

個
人
情
報

出金はお客様が出金先指定口座として登録した国内金

や、店頭等における現金の受渡しは行いません。なお、

弊社の負担とします。

ご利用のお客様は、弊社ホームページ「ダイレクト入金利用規定」

報
の
利
用
目
的

プ
ラ
イ

金を、任意で出金いただくことが可能です。

にお客様の出金先指定口座に振込まれます。出金依頼

および金額変更は15：00までとします。金額変更により、

場合は、翌営業日の出金依頼として処理されますので、
イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー

出金処理完了後は出金予約欄がクリアされます。新た

頼ください。

ンの評価損益は、指定した営業日の終値で算出されます。
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ンに拘らず、売値（Bid）で算出されますので、ご注意ください。

利用いただきます。

は疑義があるときは、速やかに直接弊社にご照会ください。
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FX  ZERO取引 取引約款

第1条 （約款の趣旨）

本約款は、お客様とFX ZERO株式会社（以下「弊社」と

いいます。）との間で行われる金融商品取引法第2条

第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第

1号に規定する取引である店頭外国為替証拠金取引

（「FX ZERO取引」を指し、以下、「本取引」といいま

す。）及び、これに付随するインターネット取引システムす。）及び、これに付随するインタ ネット取引システム

（以下、「本システム」といいます。）等の弊社が提供す

るサービスに関しての権利義務関係を明確にすること

を目的として定めるものです。

第2条 （自己責任の原則）

お客様は、本取引を行うにあたり、本約款に記載して

いる事項 契約締結前交付書面である店頭外国為替いる事項、契約締結前交付書面である店頭外国為替

証拠金取引 取引説明書 （以下 「FX ZERO取引 取引

説明書」といいます。）の内容を承諾し、「FX ZEROガイ

ドブック」の説明内容や、本取引の仕組み、リスクを十

分に把握し理解した上で、自己の判断と責任において

本取引を行うものとします。

第3条 （法令等の遵守）

お客様及び弊社は、本取引を行うにあたり、本約款の

他、法令・諸規則等を遵守するものとします。

第4条 （本システムの内容と利用条件）

お客様は、弊社の提供する本取引の本システムを利

用し、本取引の売買注文や取引内容の照会、為替情用し、本取引の売買注文や取引内容の照会、為替情

報の取得を行うことができます。

２．お客様は、本取引及びこれに付随する本システム

等の弊社が提供するサービスを利用するにあたり、あ

らかじめ必要な機器、回線、設備、ソフトウェア等をお

客様の責任及び費用負担において準備するものとし

ますます。

３．お客様は、本取引及びこれに付随する本システム

等の弊社が提供するサービスは主としてインターネット

を通じて弊社が管理するサーバー上で行い、弊社では

電話、ファクシミリ、電子メールその他の方法による受

注、注文の照会等は原則として行わないことに同意す

るものとします。

第5条 （注文の際の指示と決済方法、差金決済の時限等）

本取引の種類、数量、価格その他の注文の内容およ

び注文の執行方法については、弊社の応じ得る範囲

内で、お客様があらかじめ指示するところにより行うも

のとします。ます。

２．本取引の決済は、転売もしくは買い戻しによる差金

決済とし、差金決済は原則として転売もしくは買い戻し

が成立した日に行います。
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３．本取引におけるお客様と弊社との金銭の授受は円貨の

みとし、外国通貨の受渡しは行わないものとします。

第6条（決済条件の変更）

お客様は、天災地変、経済事情の激変、その他やむを

得ない事由に基づいて、弊社がお客様との本取引に

ついて決済期日等の決済条件の変更を行った場合に

店
頭
外
国
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を
行
う
業
者
禁

ついて決済期日等の決済条件の変更を行った場合に

は、その措置に従うこと。

第7条 （口座開設）

本口座開設の諾否は、弊社が別途定める審査基準に

基づき判定するものとし、お客様は、弊社が本口座の

開設を承諾した場合に限り、本取引を行うことができま

す なお 承諾しない場合であっても その理由は開示 替
証
拠
金
取
引

禁
止
行
為

用
語
解
説

す。なお、承諾しない場合であっても、その理由は開示

いたしません。

２．お客様が口座開設申込書に記載した内容は、申込

み時点ですべて真実かつ正確であり、変更があった場

合は、直ちに弊社に通知するものとします。口座開設

申込書とは、弊社が定めるインターネット、いわゆるオ

Ｆ
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ンラインによる口座開設（以下「オンライン口座開設」）

の手順に則り、お客様による弊社オンライン開設

フォームにて書面における「FX ZERO取引約諾書・確

認書/口座開設申込書」の差し入れに相当する申込み

とこれに伴う必要な内容の記載入力の記録を示した書

類で「電磁的方法による口座開設申込書類」を指します。
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３．前項の通知がない、あるいは通知が遅延したこと

に起因するお客様の損失に対し、弊社はその責任を

負わないものとします。

４．お客様が法人の場合、本取引を行うことが、法令そ

の他規則または定款、その他の内規に違反せず、本

取引のために必要な法令上の手続きおよび内部手続 報
の
利
用
目
的

プ
ラ
イ

取引のために必要な法令上の手続きおよび内部手続

き、体制がとられているものとします。

５．お客様が一旦口座を解約された後、再び口座を開

設される際も、前1項、前2項に順ずるものとします。

第8条 （取引口座IDとパスワードの取扱い）
イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー

お客様は、弊社が発行する取引口座IDとパスワードを

使用する場合のみ、本システムを利用する事ができます。

２．パスワードは、お客様の必要に応じ、ご自身で本シ

ステムを用いて変更できるものとします。

３．本口座は、お客様本人のみが使用でき、前1項の取引
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本 座 、お客様本 使用 き、前 項 取引

口座IDとパスワードは他人に貸与または譲渡することは

できないことと同時に一切の責任はお客様ご自身に帰す

ものとします。また、お客様ご本人以外の方の使用が判

明した場合には、本システムの利用を停止いたします。
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４．お客様は、本システムの取引口座ID及びパスワー

ドが第三者により不正に使用されないよう、適正な管

理を行わなければならず 通信の傍受 盗聴 窃盗理を行わなければならず、通信の傍受、盗聴、窃盗、

詐欺等により取引口座ID及びパスワードが漏洩した場

合の一切の責任はお客様ご自身に帰すものとします。

第9条 （入出金）

毎営業日15:00までに弊社で確認できた払い出し請求

につきましては、原則として出金先金融機関の翌営業

客様が 座 申 書 載 金 指日に、お客様が口座開設申込書に記載した出金先指

定口座にお振込みいたします。ただし、債権保全その

他の事情により、弊社が証拠金を維持する必要がある

と認めた場合はこの限りではありません。

２．弊社は、お客様からの入金が確認できた時点で、

本取引口座に入金処理をします。お客様は本システム

に入金額が反映した時点で取引が可能となります。

３．お客様は、インターネットの通信環境や弊社並びに、

金融機関のコンピューターシステムによる処理等の諸

事情により入出金が遅延する場合があることに同意す

るものとします。

４．本口座への入金はご本人様からのみを受入れるも

のとし、本口座の名義人と振込名義人の氏名が異なる

場合は入金を受付けません。

第10条 （信託分別管理）

お客様からお預かりした資金は、弊社指定の信託業

務を行う銀行 信託 自 資産とは 分 管理を務を行う銀行に信託し、自己資産とは区分して管理を

行うものとします。

２．信託保全の対象は、お預かりした現金残高に未決

済ポジションの差損益を反映した金額とし、信託保証

額の算出と信託額の差替えは信託先の毎営業日行う

ものとします。

第11条 （証拠金）

お客様は、新規ポジションを保有するにあたり、本取引に

よって生じる一切の債務を担保するため、弊社の定める

金額以上を、弊社の定める方法により本口座にあらかじ

め差入れるものとし、本口座でお預かりした資金は、お取

引の状況により証拠金として取扱われるものとします引の状況により証拠金として取扱われるものとします。

２．未決済ポジションの評価損益は、弊社の取引レート

により評価するものとします。また、本口座では現金残

高に評価損益を反映した金額を純資産とし、純資産か

ら維持証拠金を控除した金額を余剰金とします。

３ お客様が新規にポジシ ンを保有するためには 弊３．お客様が新規にポジションを保有するためには、弊

社が別途定める当該ポジションを保有するに必要な金

額以上の余剰金が必要であり、余剰金が必要な金額

に満たない場合、お客様が申し出た新規注文は無効

になります。
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４．弊社は、異常な相場変動の発生や経済情勢の変

化等の理由により、お客様へ通知の上、維持証拠金

額を変更することができるものとし 維持証拠金額を変 取
引

会
社
概
要

額を変更することができるものとし、維持証拠金額を変

更した時は、未決済ポジションに係る維持証拠金に対

しても変更後の維持証拠金額を適用できるものとします。

５．前各号に定めるほか、お客様が弊社に預託する本

取引に係る証拠金の取扱いについては、弊社の定め

るところによるものとします。

店
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第12条（建玉の限度）

お客様の本取引によるポジションは、弊社の定める基

準の範囲内とすることとします。

第13条 （ロスカット）

お客様の未決済ポジションは、お客様自身で反対売買
替
証
拠
金
取
引

禁
止
行
為

用
語
解
説

による決済を行わない限り、通貨の受渡日に拘らず自

動的に翌日に繰り延べされますが、以下の事由が生じ

た場合には、弊社は、お客様に事前の連絡をすること

なく、未決済ポジションの一切を反対売買により決済

するものとし、その結果損失が生じた場合、その損失

結果について弊社は一切の責任を負わないものとします。
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①外国為替レート（以下、為替レートという。）の変動等

により余剰金額が0円を割り込んだ場合（以下、「マー

ジンカット」という）。

②お客様に第23条の各号の事由が生じた場合。

ジ カ ト お 急激な為替 ト 変動 Ｒ
Ｏ
取
引

款

個
人
情
報

２．マージンカットにおいて、急激な為替レートの変動

等の理由により、マージンカットの基準から乖離した価

格で約定することがあります。その結果損失が生じた

場合、弊社はその損失結果について責任を負わない

ものとします。

第14条 （決済に伴う不足金）
報
の
利
用
目
的

プ
ラ
イ

本取引で差損金が生じ、当該差損金の額が本口座に

差入れている金額を上回り不足金が生じた時は、お客

様は速やかに現金を充当し不足金を解消するものとします。

２．弊社に対する債務の履行を怠った場合は、弊社の

請求により、遅延損害金を支払うものとします。遅延損

害金の計算は その期間を計算実行の日までとし そ イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー

害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、そ

の金額を消費者契約法で定められる年率に準ずるも

のとします。

第15条 （取扱い通貨ペア及び取扱い単位）

本取引で注文を受付ける通貨ペア、取引単位、取引

数量、注文の有効期限、取引手数料は、別途弊社が

定めるものとします
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定めるものとします。

第16条 （利用時間）

お客様が本取引のインターネット取引システムを利用

できる時間は、別途弊社が定めるものとします。
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２．前項に拘らず、弊社は、回線及び機器の瑕疵また

は障害（以下、「システム障害」といいます。）または補

修等やむを得ない事由により 予告なくサービスの一修等やむを得ない事由により、予告なくサービスの一

時または全部の提供を一時停止または中止できるも

のとします。

第17条 （注文の受付と執行）

お客様は、注文を発注する際に、取引口座IDとパス

ワードを明示し、通貨ペア、売買の区別、新規または

決済 数 注 方 格 有効期 等決済の区別、取引数量、注文方法、価格、有効期限等

注文の執行に必要な事項を確認するものとします。

２．本システムを利用して行う注文の確定時点は、弊

社が注文内容を受信し確定した時点とします。また、

弊社は、本システムにより受け付けた売買注文が、次

の各号のいずれかに該当する場合には、その執行を

しないことができるものとします。

①売買注文の受付後に、当該注文が前項の定めに反

することとなった場合。

②相場の状況等により、弊社が適当な価格を提示で

きない場合きない場合。

③その他、取引の健全性等に照らし、弊社が不適当と

判断した場合。

３．お客様は、注文の執行に関して、インターネットの

通信環境やパソコンの設定環境により伝達遅延が発

生 注文が執行されな 場合がある と 同意するも生し注文が執行されない場合があることに同意するも

のとし、弊社は、伝達遅延に起因するお客様の損失並

びに前項各号に起因するお客様の損失に対し、その

責任を負わないものとします。

４．弊社はお客様の取引結果及び取引口座の残高通

知を、本システム及びこれに付随するサービスにて行

うものとします。

５．急激な為替レートの変動等により、注文の約定値

が注文価格と乖離する場合があります。その結果損失

が生じた場合、弊社はその損失結果について責任を

負わないものとします。

第18条 （約定の取消しと訂正）

弊社が配信する為替レートに、過誤もしくは誤謬によ

る市場実勢相場と大幅に乖離した不適切な為替レート

（以下、「バグレート」といいます。）が含まれ、バグレー

トによりお客様の注文が約定した場合、その約定を取

消すものとします。弊社はバグレートの疑念を抱いた

場合 レ ト配信元金融機関 確認 もしくは他の金場合、レート配信元金融機関へ確認、もしくは他の金

融機関が配信するレート等を総合的に勘案し、バグ

レートであることの判断を行い、速やかにお客様へ連

絡をします。お客様は、バグレートにより発生した約定

の取消しや訂正及び損害や利益の調整等について、

Ｆ
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弊社の処理方法を受入れるものとします。

２ 前条第2項 第3項に拘らず 弊社が お客様が故 取
引

会
社
概
要

２．前条第2項、第3項に拘らず、弊社が、お客様が故

意または過失により伝達遅延を発生させていると判断

した場合、その注文により発生した約定を取消す場合

があります。弊社はお客様が故意または過失により伝

達遅延を発生させていると疑念を抱いた場合、配信

レートと配信時間、その頻度を勘案し、お客様の故意

または過失であることを判断します。お客様は、故意ま

伝達 を 生 生

店
頭
外
国
為
替

を
行
う
業
者
禁

たは過失により伝達遅延を発生させたことにより発生

した約定の取消しや訂正及び損害や利益の調整等に

ついて、弊社の処理方法を受入れるものとします。

３．お客様は、本取引において注文が成立した場合に

クーリングオフはできないことに同意するものとします。

替
証
拠
金
取
引

禁
止
行
為

用
語
解
説

第19条 （為替差損益とスワップ金利）

本取引に係る為替レート及びスワップ金利は、弊社が

呈示する為替レート及びスワップ金利が適用されます。

２．本取引に係る決済及びスワップ金利は円貨で発生

します。外貨決済通貨ペアの評価差損及び差損益は

当該通貨と円の取引レートで円転するものとします

Ｆ
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当該通貨と円の取引レ トで円転するものとします。

３．本取引における決済取引に係る差金、スワップ金

利、その他本取引に関する現金の授受はすべて本口

座内で処理するものとします。

第20条 （報告書）

弊社は お客様が本 座 お 取引が成立 たとき Ｒ
Ｏ
取
引

款

個
人
情
報

弊社は、お客様が本口座において取引が成立したとき

及び本口座において入出金が発生したときには、遅滞

なく、取引内容及び証拠金やポジションの残高に係る

書面（以下、「取引報告書及び残高報告書」といいま

す。）を交付します。

２．取引報告書及び残高報告書の交付は、ウェブサイト上
報
の
利
用
目
的

プ
ラ
イ

にて電磁的な方法（以下、「電子交付」といいます。）により

行うものとし、お客様はいつでも閲覧できるものとします。

３．前項に拘らず、取引報告書及び残高報告書の交付

は、法令の変更や監督官庁の指示、その他弊社が必

要と認める場合には、電子交付に代えて、書面による

交付を行う場合があります イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー

交付を行う場合があります。

４．本口座が解約された場合は、電子交付を停止するも

のとします。前2項に拘らず、お客様は、電子交付が停

止された場合、既に電子交付を行った記載事項をウェブ

サイト上で閲覧できなくなることに同意するものとします。

第20条の2（電子交付の同意）
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第20条の2（電子交付の同意）

弊社は本取引に関してお客様に提供する書面におい

て、以下の各号に定める種類の書面を紙媒体の交付

に代えて、法令等諸規則に基づき電子交付するものと

し、お客様はこれに承諾するものとします。
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①取引報告書及び残高報告書（証拠金の受領に係る

書面に相当する記載を含む）

②本約款を記載した書面並びに「FX ZERO取引 取引

説明書」

③その他、弊社が電子交付による提供を定めたもの

第20条の3（弊社の都合による対象書面の書面交付）

客様が を 諾 れ 後 あ も 弊社お客様が電子交付を承諾された後であっても、弊社の

都合により、対象書面を電子交付によらず、書面で交

付させていただくことがあります。

第20条の4（電子交付の方法）

弊社は、弊社が定める次のいずれかの電磁的方法に

より、各対象書面の記載事項をお客様に交付するもの

とします。

①弊社インターネット取引システムのお客様専用画面か

ら、弊社データベース上のお客様専用ファイルに本取引

に関してお客様に提供する書面の記載事項を記載してお

客様による閲覧を可能とする方法により交付します。つい

ては 前項の1号はこの方法により交付しますては、前項の1号はこの方法により交付します。

②弊社ウェブサイト上から、弊社データベース上の同

時に複数のお客様が閲覧することのできるファイルに

本取引に関してお客様に提供する書面の記載事項を

記載してお客様による閲覧を可能とする方法により交

付します。ついては、前項の2号、3号はこの方法によ

り交付 ますり交付します。

③電子交付の書面は、各書面によりHTML方式または

PDFファイルで閲覧ができます。HTML方式による電子

交付等を受けるには、お客様がご利用をされるパソコ

ンの環境が弊社のホームページ、ガイドブック等に示

した、取引システムの推奨環境に適合していることを

前提とします。

尚、PDFファイルによる対象書面の記載事項をご覧い

ただくためには、あらかじめ「Adobe Reader」等のPDF

ファイル閲覧用ソフトウェアをインストールしていただく

必要があります。PDF閲覧用ソフト「Adobe Reader」を

お持ちでないお客様はAdobe社のホームページからダ

ウンロードいただけます （弊社ホームページ上からウンロ ドいただけます。（弊社ホ ムペ ジ上から

Adobe社ホームページへ移動が可能です。）

第20条の5 （電子交付の時期等）

取引報告書及び残高報告書（証拠金の受領に係る書

面に相当する記載を含む）は弊社インターネット取引シ

ステムのお客様専用画面より、随時閲覧ができます。

更新は随時行われます更新は随時行われます。

２．本約款を記載した書面並びに「FX ZERO取引 取引

説明書」は常に新しい内容を閲覧可能な状態に置く事

で可能とします。
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３．同条の5第1項、2項以外のものは弊社の定める時

期及び通知方法により行います。

取
引

会
社
概
要

４．同条の5各項以外に、「FX ZEROガイドブック」は常

に最新の書面を弊社ホームページ上で閲覧できます。

第20条の6（電子交付の書面閲覧可能期間）

本約款を記載した書面、「FX ZERO取引 取引説明書」、

取引報告書及び残高報告書（証拠金の受領に係る書

相 す 載を含 年 す 但 弊

店
頭
外
国
為
替

を
行
う
業
者
禁

面に相当する記載を含む）は5年間とします。但し、弊

社の定めにより、5年以上とする場合もあります。

２．同条の6第1項以外のものは弊社の定める期間ごと

とします。

３．同条の6各項以外に、「FX ZEROガイドブック」は常
替
証
拠
金
取
引

禁
止
行
為

用
語
解
説

に最新の書面を弊社ホームページ上で閲覧できます。

第20条の7（電子交付の対象書面の追加）

お客様は弊社が本取引に関して電子交付により提供

する電子書面の種類を追加する場合について、弊社

インターネット取引システムの取引開始画面内にある

お知らせ欄にて公表することで お客様から電子交付

Ｆ
Ｘ

Ｚ
Ｅ
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引
約
款

お知らせ欄にて公表することで、お客様から電子交付

を行うことの承諾を受けたものとして取り扱う旨を、あ

らかじめ同意することとします。

第21条（諸通知）

お客様は、電子メールまたは郵送により、取引に係る

重要な取引内容の変更通知を受取るものとします。

Ｒ
Ｏ
取
引

款

個
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報

２．弊社が、お客様から届けられた住所または電子メー

ルアドレス宛に諸通知を送付した場合、弊社の責めに帰

さない事由により延着または到着しなかった場合は、通

常到達すべき時点に到達したものとみなします。

第22条 （解約）
報
の
利
用
目
的

プ
ラ
イ

以下の各号に該当した場合、本口座は解約されるもの

とします。

①お客様が、弊社が定める方法により本口座の解約

の申し出をした場合。

②お客様が 法令 本約款及び弊社が定める「FX イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー

②お客様が、法令、本約款及び弊社が定める「FX 

ZERO取引 取引説明書」の内容に違反し、弊社が本口

座の解約を通告した場合。

③お客様が、弊社が定める口座開設基準を満たさなく

なった場合。

④弊社が ネ ンダリング並びに公序良俗に反す
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④弊社が、マネーロンダリング並びに公序良俗に反す

る取引と判断し、本口座の解約を通告した場合。

⑤前各号のほか、やむを得ない事由により、FX ZERO

株式会社がお客様に対し解約の申し出をしたとき。
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２．前項2号、3号、4号、5号の事由による弊社からの

解約通告は、解約の2営業日前までに電子メールまた

は書面で行われるものとしますは書面で行われるものとします。

３．弊社からの解約通告があった場合、お客様は弊社

の指定する解約日までに、本取引に係るすべてのポ

ジションを決済するために必要な転売または買戻しを

弊社に注文するものとし、弊社の指定する解約日まで

に、お客様が決済の注文を行わない場合は、弊社は

任意 客様 事前連絡 客様 諾を任意に、お客様への事前連絡やお客様の承諾を必要

とすることなく、本取引に係るすべてのポジションを決

済するために必要な転売または買戻しを、お客様の計

算において行うことができるものとします。

４．前号の決済を行った結果損失が生じた場合、その

損失結果について弊社は一切の責任を負わないもの

とします。

第23条 （期限の利益の喪失）

お客様に以下の事由のいずれかが生じた場合、弊社

からの通知、催促等がなくても、本取引に係る一切の

債務について期限の利益を失い、直ちに弁済すること

としますとします。

①支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社

更生手続開始、会社整理開始もしくは特別生産開始

の申立があったとき。

②手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

③お客様の弊社に対する本取引に係る債権またはそ

の他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差

押または差押の命令、通知が発送されたとき。

④ お客様の弊社に対する本取引に係る債務について

差し入れている担保の目的物について差押、または競

売手続の開始があったとき。

⑤ 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当また

は類する事由に該当したとき。

⑥ 住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべ

き事由によって お客様の所在が不明となったときき事由によって、お客様の所在が不明となったとき。

⑦ 心身機能の低下により本取引の継続が著しく困難

または不可能になったとき、あるいは死亡したとき。

２．次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、弊

社の請求によって弊社に対する本取引に係る債務の

期限の利益を失い 直ちに債務を弁済する と期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。

①お客様の弊社に対する本取引に係る債務またはそ

の他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を

遅滞したとき。
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②お客様の弊社に対する債務（但し、本取引に係る債

務を除く。）について差し入れている担保の目的物につ

いて差押 または競売手続の開始（外国の法令に基づ 取
引

会
社
概
要

いて差押、または競売手続の開始（外国の法令に基づ

くこれらのいずれかに相当または類する事由に該当し

た場合を含む。）があったとき。

③お客様が弊社との本約款またはその他一切の取引

約定のいずれかに違反したとき。

④ 前 債権保全を す 相 事由が

店
頭
外
国
為
替

を
行
う
業
者
禁

④ 前3号のほか債権保全を必要とする相当の事由が

生じたとき。

第24条 （契約の解除）

お客様が前条に該当したときは、弊社は任意に、お客

様への事前連絡やお客様の承諾を必要とすることなく、

本取引に係るすべてのポジションを決済するために必
替
証
拠
金
取
引

禁
止
行
為

用
語
解
説

要な転売または買戻しをお客様の計算において行うこ

とができるものとします。

２．前号の決済を行った結果損失が生じた場合、その損失

結果について弊社は一切の責任を負わないものとします。

第25条 （債権譲渡の禁止）

Ｆ
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第25条 （債権譲渡の禁止）

お客様は弊社に対して有する本取引に係る債権を、他

に譲渡または質入しないものとします。

第26条（報 告）

第23条第1項および第2項の各号のいずれかの事由が

生じた場合には、弊社に対し直ちに書面をもってその

旨 報告をする とと ます Ｒ
Ｏ
取
引

款

個
人
情
報

旨の報告をすることとします。

第27条（届出事項の変更届出）

弊社に届け出た、氏名もしくは名称、印章もしくは署名

鑑または住所もしくは事務所の所在地その他の事項

に変更があったときは、弊社に対し直ちに書面もしくは、

弊社が定める方法によりその旨の届出をすることとします。
報
の
利
用
目
的

プ
ラ
イ

２．前項の届出を弊社が受領する前に行った行為は、

変更前の内容にて効力を発揮するものとし、弊社は一

切の責任を負わないこととします。

第28条 （免責事項）

以下に掲げる事由を含め 弊社の故意または重過失 イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー

以下に掲げる事由を含め、弊社の故意または重過失

によらずしてお客様または第三者に発生した損害また

は機会利益の逸失について、弊社は免責されるものと

します。

①天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為

替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、本

取引の執行 金銭の授受 諸通知等が遅延または不可
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取引の執行、金銭の授受、諸通知等が遅延または不可

能になったことにより生じた損害または機会利益の逸失。

②前号に示された理由に伴い、弊社が取引等に応じ

得ないことにより生じる損失。
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③お客様自身による本取引のインターネット取引シス

テムへの誤入力より生じた損害。

④電信・電話、インターネット、郵送等の通信手段にお

ける誤謬、遅延、または第三者による妨害、侵入、情

報改変等、弊社の責に帰すことができない事由により

生じた損害または機会利益の逸失。

⑤お客様の取引口座IDとパスワードをお客様自身が

拘 ず あ 弊社 登録 れ入力したか否かに拘らず、あらかじめ弊社に登録され

ているものとの一致を弊社が確認して行った金銭の授

受や取引により生じた損害または所定の書類に使用

された本取引に係るお客様の記載等を相当の注意を

もって照合し、相違ないものと弊社が認めて、金銭の

授受や取引により生じた損害。

⑥お客様のコンピューターのハードウェアやソフトウェ

アの故障、誤作動、弊社のコンピューターシステム、ソ

フトウェアの故障、誤作動（弊社に故意または重大な

過失がある場合を除く）、市場関係者や第三者が提供

するシステム、ソフトウェアの故障、誤作動等、本取引

に係る一切のコンピューターのハードウェア、ソフトウェ

ア システム及びオンラインの故障や誤作動により生ア、システム及びオンラインの故障や誤作動により生

じた損害または機会利益の逸失。

⑦お客様が、本約款に記載している事項及び 「FX 

ZERO取引 取引説明書」、「FX ZEROガイドブック」の

内容について誤解または理解不足であったことにより

生じた損害または機会利益の逸失。

⑧バグレートによる約定が取消しされることにより生じ

た損害または機会利益の逸失。

第29条 （情報サービス）

お客様は、本取引及びこれに付随する本システム等

の弊社が提供するサービスにより取得する情報を自ら

の取引にのみ使用するものとし、第三者への情報提

供、営業目的の利用、情報の加工または再配信およ

び転載等、お客様の個人利用以外を目的とした利用を

行ってはならないものとします。

２．弊社および弊社への情報提供元は、本取引及びこ

れに付随する本システム等の弊社が提供するサービれに付随する本システム等の弊社が提供するサ ビ

スにより提供する情報の正確性、信頼性、遅延、中断

等において責任を負わないものとします。

第30条 （税金）

お客様は、本取引に係る公租公課をお客様自身の負

担により支払うものとします。

Ｆ
Ｘ

Ｚ
Ｅ
Ｒ
Ｏ
取

取
引
説
明
書

ACCOUNT AGREEMENT

第31条 （政府機関への報告）

弊社が、日本国ならびに諸外国の法令等に基づきお

客様に係る本取引の内容の報告を要求された場合 取
引

会
社
概
要

客様に係る本取引の内容の報告を要求された場合、

お客様は弊社が日本国ならびに諸外国の政府機関宛

にお客様に係る本取引の内容その他を報告すること

に異議を述べず、弊社の指示に従い、これに協力する

ものとします。

２．前項の規定に基づく報告に関連して発生した一切

損害 弊社 責任を負わな も す

店
頭
外
国
為
替

を
行
う
業
者
禁

の損害について弊社は責任を負わないものとします。

第32条 （サービス及び約款の変更）

本約款に記載している事項及び「FX ZERO取引 取引

説明書」、「FX ZEROガイドブック」の内容、本取引及び

これに付随する本システム等の弊社が提供するサー

ビスは、法令の変更または監督官庁の指示、その他
替
証
拠
金
取
引

禁
止
行
為

用
語
解
説

必要が生じた時に、お客様の事前の承諾なしに変更

することができるものとします。

２．本約款に記載している事項及び「FX ZERO取引 取

引説明書」、「FX ZEROガイドブック」の内容、本取引及

びこれに付随する本システム等の弊社が提供する

サービスの変更は お客様の従来の権利を制限する

Ｆ
Ｘ

Ｚ
Ｅ

取
引
約
款

サ ビスの変更は、お客様の従来の権利を制限する、

または新たな義務を課すものでない場合や軽微である

場合を除き事前に弊社ホームページもしくは電子メー

ル、弊社インターネット取引システムの取引開始画面

への掲示のいずれかの方法により通知するものとしま

す。この場合、お客様が所定の期日までに意義の申し

出を書面または電子メールにより行わない場合、その

変更 同意 たも と な ますが 弊社 必要 応 Ｒ
Ｏ
取
引

款

個
人
情
報

変更に同意したものとみなしますが、弊社の必要に応

じて、お客様に同意をいただく為の確認を弊社の定め

る方法により行うものとします。

３．前項に定める変更に同意いただけない場合、弊社

はお客様の取引を制限できるものとします。

報
の
利
用
目
的

プ
ラ
イ

第33条 （準拠法と合意管轄）

本約款の準拠法は日本法とします。

２．本取引及びこれに付随する本システム等の弊社が

提供するサービスに関連して発生した弊社とお客様と

の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管

轄裁判所とします イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー

轄裁判所とします。

第34条 （解釈の疑義等）

本約款に定めのない事項が生じたとき、または本約款

の履行もしくは解釈に疑義を生じたときは、双方誠意

を持って協議し、円満解決に努めます。

FX ZERO取引 取引説明書および取引約款 16
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個人情報の利用目的

弊社は、お客様からお預かりした個人情報は下記の

範囲において利用します。

１．金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品、外

国為替取引、その他弊社が取り扱う商品の勧誘・販売、

サービスのご案内を行うため

２．適合性の原則に照らした商品、サービスの提供の

妥当性を判断するため

３．お客様に対し取引状況、取引結果、預かり残高等

の報告を行うため

４ お客様との取引に関する事務を行うため４．お客様との取引に関する事務を行うため

５．市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施

等による金融商品やサービスの研究・開発のため

６．他の事業者から個人情報の処理の全部または一

部について委託された場合等において、委託された当

該業務を適切に行うため

７．お客様との契約や法令等に基づく権利の行使や義

務の履行のため

８．金融商品やサービス等に関する各種ご提案を弊社

またはグループ会社から行うためまたはグル プ会社から行うため

９．グループ会社や提携会社等の商品、サービス等を

弊社からご案内するため

10．その他、お客様とのお取引や事務処理を適切かつ

円滑に行うため

●個人情報の利用目的の限定

金融商品取引業等に関する内閣府令により人種、信

条、門地、本籍地、保健医療また は犯罪履歴につい

ての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務

の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利

用・ 第三者提供いたしません。

● 共同利用について

弊社グループは、グループ各社における事業分野で
深化したサービスを提供すると共に、グループ各社の
連携により総合的なサービスを提供することを目指し、
ひまわりホールディングス株式会社を持株会社 とする

企業グループを形成しております。弊社は、グループ
による総合的なサ ビスを提供する目的で お客様のによる総合的なサービスを提供する目的で、お客様の
個人情報を 下記の範囲において関連会社間で共同利
用する場合があります。

Ｆ
Ｘ

Ｚ
Ｅ
Ｒ
Ｏ
取

取
引
説
明
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取
引

会
社
概
要

１．共同利用する場合のデータ項目

氏名、住所、郵便番号、電子メールアドレス、性別、年

齢、職業

２．共同利用の目的

・グループ会社が取り扱う商品、サービス等をグルー

プ会社からご案内するため

店
頭
外
国
為
替

を
行
う
業
者
禁

プ会社からご案内するため

・投資情報や市況ニュース等をグループ会社からご案

内するため

・セミナーや勉強会の開催をご案内するため

・持株会社において経営分析に活用するため

※グループ会社からご案内を行う際は、DMの発送やE

メール によりご案内いたします。

替
証
拠
金
取
引

禁
止
行
為

用
語
解
説

３．共同利用を行うグループ会社の範囲

ひまわりホールディングス株式会社、弊社、ひまわりイ

ンベストメント株式会社、株式会社ディムス

４．管理責任を有するもの

本個人情報に関する管理責任は弊社が有しております。

Ｆ
Ｘ

Ｚ
Ｅ

取
引
約
款

● 個人情報処理の外部委託

お客様への書類等の発送・メール等によるお知らせ・

商品やサービスの代金決済業務等に係る個人情報の

処理について、外部事業者に委託する場合があります。

外部委託する際は、必要な契約を締結し、適切な管

理・監督を行います。
Ｒ
Ｏ
取
引

款

個
人
情
報

理 監督を行います。

①個人情報処理の外部委託における個人情報の内容

外部事業者との間で、書類等の発送・メール等によるお

知らせ・商品やサービスの代金 決済に必要な以下の個

人情報。取引口座ID・氏名・電話番号・メールアドレス・金

額・クレジットカ ド番号・クレジットカ ド有効期限 報
の
利
用
目
的

プ
ラ
イ

額・クレジットカード番号・クレジットカード有効期限。

②個人情報処理の外部委託における個人情報の利用目的

書類等の発送・メール等によるお知らせ・商品やサー

ビスの代金決済に必要な業務遂行のためであり、個

人情報の利用目的外の使用を固く禁じております。
イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー

③個人情報処理の外部委託における外部事業者への

個人情報の開示について

弊社では、書類等の発送・メール等によるお知らせ・商

品やサービスの代金決済に必要な業務遂行の範囲内

で、外部事業者からの要請により、委託会社を通じて

FX ZERO取引 取引説明書および取引約款 17

、外部事業者 要請 り、委託会社を通

下記の個人情報を開示・提供する場合があります。

(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・配送先情報・

注文商品の詳細内容)
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●ウェブサイトの利用状況に関する統計について

弊社はユーザーの方々がより快適な環境でオンライン

によるサービスや各種イベントおよびキャンペーンによによるサービスや各種イベントおよびキャンペーンによ

るWeb サイトのサービスを受けられるためにWeb ビー

コンとcookie を使用して、Web サイトの利用状況に関

する集計的な統計をしています。

cookie は小さなテキストファイルで、ウェブサイトで

行った作業に関する情報などを回収するために使わ

れます。

使 ブ ザ 定を変 すお使いのブラウザの設定を変更することにより、cookie 

を許可するかどうか、また、どのようにcookie を除去す

るかなどを選択できます。

Web ビーコンとは、単一ピクセル（1x1）またはクリアgif 

と呼ばれる電子イメージです。

Web ビーコンでは、お客様のcookie番号、ページが表

示された日時、Web ビーコンが置かれていたページの

プライバシーポリシー

弊社では、個人情報保護の重要性と責任を認識し、以下
に定める個人情報保護方針に則り誠実に行動しますに定める個人情報保護方針に則り誠実に行動します。

１．法令遵守

弊社は、個人情報の取扱いについて、関係法令及び
その他の規範を遵守します。また、個人情報保護に関
する取り組みは、継続的に見直し、改善に努めます。

２．個人情報の取得と利用目的

弊社は、個人情報を不正な手段により取得しません。
また、取得した個人情報は業務上必要な範囲内での
み利用し、法令で定める場合を除き、利用目的の必要
範囲を超えて利用しません。
利用目的の公表 ： 弊社のホームページに掲載します。
利用目的の通知・明示 ： 資料請求や口座開設時に書
面で郵送又は電子メールにて通知・明示します。

３．管理体制

弊社は、個人情報を取り扱う責任者を定め、利用目的
の達成に必要な範囲で、正確かつ最新の状態で適正
に取り扱うよう措置を講じます。

４．安全管理措置

弊社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩等弊社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩等
の事故を防止するため、従業者の監督、委託先の監
督、不正アクセス対策等の安全対策を講じます。

５．第三者提供

弊社は、本人の同意がある場合、法令の定めに基づく
場合、お客様または公共の利益のために必要な場合
を除いて、第三者に開示・提供しません。

６．社内規則の遵守

弊社は、個人情報の保護を図るため社内規則を定め
るとともに、あわせて役職員に対する教育を継続的に
実施します。

Ｆ
Ｘ
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説明など、お客様のコンピューター上にある特定の情

報を識別できます。

Web ビーコンは 対応するcookie を拒否することに 取
引

会
社
概
要

Web ビーコンは、対応するcookie を拒否することに

よって、無効にすることができます。

Web ビーコンとcookie によって記録される可能性があ

る情報には、ドメイン名とホスト名、IP アドレス、ブラウ

ザとOS の種類、クリック順序、サイトにアクセスした日

時などがあります。

cookieその他の追跡技術を使用する目的は、サイトを

改善 快適な を 能 す す

店
頭
外
国
為
替

を
行
う
業
者
禁

改善し、快適なアクセスを可能にすることです。

また、個人情報を含まないデータについても、アクセス

状況の傾向や統計の分析に使用することがあります。

ほとんどのブラウザではデフォルトで自動的にcookie 

が受入れられますが、ユーザーは通常、使用している

ブラウザの設定を変更して、cookie を拒否したり、特

定のcookie だけを選択して許可することができます。
替
証
拠
金
取
引

禁
止
行
為

用
語
解
説

７．開示、訂正、利用停止などのご請求

弊社の保有する個人情報について 開示・訂正などが

Ｆ
Ｘ

Ｚ
Ｅ

取
引
約
款

弊社の保有する個人情報について、開示・訂正などが

必要な場合は下記８の窓口までお申し出ください。ご

本人であることを確認したうえで、必要な手続きについ

てご案内いたします。

８．ご質問・ご意見など

個人情報についてのご質問やご意見などは、次の窓
Ｒ
Ｏ
取
引

款

個
人
情
報

口までご連絡ください。

〒105-0022

東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー7F

FX ZERO株式会社 法務コンプライアンス部

TEL：03-5400-3428（受付時間/09:00～17:00）
報
の
利
用
目
的

プ
ラ
イ

（受付時間 ）

※ 土日祝日、年末年始の休業日を除く。

年末の最終営業日、年始最初の営業日は09:00～12:00

E-mail：legal@fx-zero.co.jp

※なお、弊社では、法人における情報につきましても、

「個人情報の利用目的」 「プライバシーポリシー」と同 イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー

「個人情報の利用目的」、「プライバシーポリシー」と同

当のお取り扱いにて厳正に管理を行います。
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